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新潟県保険医会 ＦＡＸニュース 第 104 号 

2024 年８月２日(金)  ※医療事務ご担当者さまと共有してください。   送信枚数 全２枚 

 

８月の定例報告について ※無床診療所向けの内容を掲載します 

従来７月に行われていた施設基準等の定例報告が８月に変更されました。施設基準等の届出を行っている

医療機関は、８月３０日（金）までに、厚生局新潟事務所へ下記様式を提出する必要があります。 

１．自己点検の実施…自院が届出を行っている施設基準について、要件を満たしているか自己点検を行います 

 ▶ 要件を満たしていない施設基準があった場合、当該施設基準の辞退届及び別添２－２を提出します。 

▶ 届け出ている全ての施設基準が要件を満たしている場合、別添２－２の提出は不要です（※）。 

（※）下記 ２ の施設基準を届け出ている場合は、各施設基準に応じた様式を提出する必要があります。 

２．１のほか、報告が必要な施設基準を届け出ている場合、施設基準ごとに定められた様式を提出します 

（無床診療所で報告が求められる施設基準・一部抜粋） 

・情報通信機器を用いた診療(令和５年 8月～令和 6年７月までに情報通信機器を用いた診療実績がある場合) 

・糖尿病透析予防指導管理料  ・ニコチン依存症管理料  ・生殖補助医療管理料  ・在宅療養支援診療所       

・疾患別リハビリテーション 

→各種様式や報告が必要な施設基準の一覧などの詳細は関東信越厚生局ホームページ「令和６年度定例報告につ

いて」をご確認ください。 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/sisetukjyunnnotodokedejyoukyoutonohoukokunituite.html 
 
 
 

【注意】 光ディスクレセプト請求の継続には届出が必要です 
【届出が必要な医療機関】 

現在光ディスクでレセプト請求を行っており、2024年９月末までにオンライン請求に移行しない医療機関 

(９月末までに移行予定でも、移行が１０月以降にずれ込む恐れがある場合は念のため提出をご検討ください) 

【提出締切】 ２０２４年８月３１日（土） 

【届出方法】 

＜インターネットによる届出＞ 

 「医療機関等向け総合ポータルサイト」https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm の提出フォームから届出を 

行います。 提出フォームへは下記手順でクリック(タップ)してお進みください。 

トップページ → オンライン資格確認 オンライン請求 → (医療機関・薬局の方)オンライン資格確認・オンライン

請求 → オンライン資格確認・オンライン請求の各種申請について → 猶予届出兼移行計画書の提出はこちら 

＜書面による届出＞ 

 下記提出書類を支払基金・国保連合会の双方へ郵送します（封筒に赤字で「猶予届在書中(光ディスク)」と記載） 

 （支払基金本部） 〒105-0004 東京都港区新橋２丁目１番３号 

社会保険診療報酬支払基金 事業統括部事業サポート課 行  

 （国保連合会）  〒950-8560 新潟県新潟市中央区新光町７－１ 新潟県自治会館別館内 

                 新潟県国民健康保険団体連合会 審査管理課 第二係 行 

【提出書類】 様式第１号「光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書兼 オンライン請求への移行計画書」 

※様式は下記厚生労働省ホームページ等から確認・ダウンロードできます 

保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等 （厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190624_00001.html 

 
 

新潟県保険医会 

〒950-0865 

新潟市中央区本馬越 2-17-5 

T E L  ( 0 2 5 ) 2 4 1 - 8 6 2 5 
F A X  ( 0 2 5 ) 2 4 1 - 4 9 5 9 

開所時間 月～金 9:00～17:30 
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診療報酬の算定等に関するお問い合わせについては 

ＦＡＸ又はメールでお願いします 

 

 

保険医会では、６月改定以降、未だに多くの算定等に関するご質問・お問い合わせが殺到しているこ

とから、電話によるご質問は、公平性の観点からお断りしております。 

 

つきましては、診療報酬の算定に関するお問い合わせは、ファックス又はメールでお寄せくださいま

すようお願いいたします。 

 

会員医療機関におかれましては、ご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

新潟県保険医会 ＦＡＸ   → ０２５-２４１-４９５９ 

 

 

 

 

※受付け順に回答しています。(質問の文面は大まかな内容でも結構です。) 

※現在、多い日で数十件程度のご質問が寄せられており、回答は後日となることがあります。また、 

内容確認のため、保険医会から担当者様あてに電話をすることがあります。 

※質問の様式は問いませんが、「医療機関名」「ご担当者様氏名」「返信先（発信元）ＦＡＸ番号/ 

メールアドレス」は必ずご記載ください。 

 

 

 

< 新潟県保険医会 事務局休務のおしらせ ＞ 

休務期間：８月１０日（土）～８月１５日（木） 

※８月１６日(金)より通常業務となります。 

 


